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診票は、風しんの第５期の定期接種の予防接種済証として取扱うことができるため、被接

種者は各自保管する必要がある。 

なお、風しんの抗体検査の結果、十分な量の風しんの抗体がないことが判明した者のう

ち未接種者については、市区町村から改めて風しんの第５期の定期接種の勧奨がなされる。 

 

 

※１. ウイルス遺伝子検査（PCR 法）による風しんウイルス遺伝子の検出、ウイルス分離・同定による風しんウ

イルスの検出、風しん抗体の検出（IgM 抗体の検出、ペア血清での抗体陽転又は抗体価の有意な上昇） 

※２. 風しんの予防接種とは、風しんワクチン、麻しん・風しん混合ワクチン（MR）、麻しん・風しん・おたふ

くかぜワクチン（MMR）のいずれかをいう。 

※３. 抗体検査結果が陰性であるとは、本手引き掲載の「風しんの第５期の定期接種の対象となる抗体価基準」

を満たすものをいう。 
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